
総合福祉研究科 研究紀要編集規程 
 

（目 的） 

第１条 淑徳大学大学院総合福祉研究科研究紀要（以下「本紀要」という。）は、本学大学院総合福祉研究

科における学術研究の成果の発表を目的として、これを発行する。 

 

（編集等の機関） 

第２条 本紀要の企画、原稿の募集、編集、刊行は、研究紀要編集委員会（以下「委員会」という。）が行

なう。 

 

（紀要の形式） 

第３条 本紀要に、論文、研究ノート、書評の欄を設ける。 

 

（投稿者の資格） 

第４条 投稿者の資格を有する者は次の各号に掲げる者とし、投稿は公募とする。 

一 本学総合福祉学部及び大学院総合福祉研究科専任教員 

二 本学総合福祉学部及び大学院総合福祉研究科専任教員を定年で退職した者 

三 大学院総合福祉研究科に在学する学生、同研究科を修了した者 

２ 前項各号に掲げる者以外の者から投稿の申出があった場合には、委員会は、これを承認することがあ

る。 

３ 書評の依頼は、委員会が行なう。 

 

（原稿の要件） 

第５条 本紀要に投稿する原稿の要件は、次の各号のとおりとする。 

一 刊行時において未発表の原稿であること 

二 完成原稿であること 

三 原稿の種類は、次の各項に該当するものであること 

イ 論文 

ロ 研究ノート（研究上の問題提起、他の著書を批判する論文、外国語論文の紹介・批判などを含む。） 

ハ 書評 

ニ その他委員会の認めたもの 

四 原稿の使用言語は、印刷可能な言語の範囲内とすること 

（原稿の採択） 

第６条 投稿原稿が第５条及び第８条に規定する原稿の要件及び形式に合致しないと認められる場合に

は、委員会は執筆者と協議して、改善を求め、又は、不採用とすることができる。 

２ 委員会は、予算等の都合により、投稿原稿の掲載について調整することがある。 

 

 

 



（紀要の発行） 

第７条 本紀要は、各年度１回以上発行することとし、各年度の原稿募集・発行期日等は、委員会が決定

し、公表する。 

 

（原稿の形式） 

第８条 本紀要に投稿する原稿の形式は、委員会が別に定める「淑徳大学大学院総合福祉研究科研究紀要

執筆要項」によるものとする。 

 

（原稿の提出） 

第９条 投稿原稿の提出締め切りは、９月末日とする。 

２ 投稿者は、委員会に審査用原稿１部とそのコピー３部を提出し、原稿本体は審査終了後に委員会から

の通知に従い、最終原稿にフロッピーディスクを添えて提出する。 

 

（論文の転載） 

第10条 本紀要に掲載された論文の転載は、その紀要発行後半年を経過していない場合は、委員会と協議

し、承認を得るものとする。 

２ 転載論文には、本紀要に初出した旨を付記するものとする。 

 

（校 正） 

第11条 校正は著者校正とし、校正期限を遵守し、校正時に大幅な訂正を行なわないこととする。 

２ 前項の規定に反し、執筆者が校正時に大幅な訂正を行ない、本紀要の発行に重大な支障を及ぼすおそ

れがある場合には、第６条第１項の規定を準用する。 

 

（紀要及び抜刷の進呈） 

第12条 執筆者に対し、１論文について紀要10部及び抜刷50部を進呈する。なお、50部をこえる分の抜刷

の製作は、執筆者の負担によるものとする。 

 

（原稿料及び掲載料） 

第12条 原稿料及び掲載料は、無料とする。 

 

附 則 

  本規程は、平成17年４月１日から施行する。但し、第4条第1項第二号及び第三号の規定については、

在職時及び在学時の学部名称及び研究科名称に読み替えるものとする。 

  この規程の施行に伴い、「大学院社会学研究科研究紀要編集規程」及び「大学院社会学研究科研究紀要

投稿規程」は廃止する。 


